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一 

 



 

一 

死
刑
確
定
者
数
と
死
刑
執
行
者
数
の
公
開
に
つ
い
て 

死
刑
を
テ
ー
マ
に
し
た
米
国
映
画
「
ラ
ス
ト
ダ
ン
ス
」
や
「
デ
ッ
ド
マ
ン
・
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
」
が
日
本
で
も
話
題
と
な
っ
た

ほ
か
、
日
弁
連
が
十
一
月
十
九
日
、
内
閣
総
理
大
臣
と
法
務
大
臣
に
死
刑
の
執
行
停
止
を
求
め
る
要
望
書
を
提
出
す
る
な
ど
、

死
刑
の
あ
り
方
に
つ
い
て
論
議
が
続
い
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
、
以
下
の
点
を
質
問
す
る
。 

6 

現
在
、
議
員
の
質
問
に
日
別
の
死
刑
確
定
者
数
や
月
別
の
死
刑
執
行
者
数
を
回
答
し
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
と
法 

5 

「
法
務
統
計
月
報
」
か
ら
月
別
の
死
刑
執
行
者
数
の
項
目
が
な
く
な
っ
た
の
は
い
つ
か
ら
か
。
ま
た
、
そ
の
理
由
は
。 

4 

一
九
八
九
年
十
一
月
の
死
刑
執
行
当
時
ま
で
は
議
員
の
質
問
に
日
別
の
死
刑
確
定
者
数
や
月
別
の
死
刑
執
行
者
数
を
回

答
し
て
い
た
か
。 

3 

今
年
の
月
別
死
刑
執
行
者
数
は
そ
れ
ぞ
れ
何
人
か
。
う
ち
、
医
療
刑
務
所
な
い
し
拘
置
所
の
病
舎
に
在
監
し
て
い
る
の

は
何
人
か
。 

2 

戦
後
、
今
年
ま
で
の
死
刑
確
定
者
と
死
刑
執
行
者
の
年
別
人
数
は
そ
れ
ぞ
れ
何
人
か
。 

1 

死
刑
確
定
者
は
十
二
月
十
二
日
現
在
、
何
人
在
監
し
て
い
る
か
。 

死
刑
の
執
行
な
ど
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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三 

死
刑
確
定
者
の
恩
赦
出
願
状
況
と
、
八
四
年
五
月
の
国
連
経
済
社
会
理
事
会
で
、
日
本
を
含
む
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
た

「
死
刑
に
直
面
し
て
い
る
者
の
権
利
の
保
護
の
保
障
に
関
す
る
決
議
」
に
つ
い
て 

二 
八
九
年
十
二
月
の
国
連
総
会
で
、
日
本
も
含
む
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
た
「
死
刑
に
直
面
し
て
い
る
者
の
権
利
の
保
護
の

保
障
の
履
行
に
関
す
る
国
連
決
議
」
と
死
刑
執
行
に
か
か
る
予
算
に
つ
い
て 

1 

戦
後
各
年
の
死
刑
確
定
者
の
恩
赦
出
願
件
数
と
認
め
ら
れ
た
件
数
、
却
下
さ
れ
た
件
数
は
。 

4 

執
行
の
た
め
の
予
算
は
年
度
当
初
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
算
定
、
計
上
し
て
い
る
の
か
。 

3 

死
刑
執
行
に
要
す
る
予
算
を
今
年
度
い
く
ら
計
上
し
て
い
る
か
、
被
執
行
者
一
人
当
た
り
の
予
算
は
い
く
ら
か
。 

2 

決
議
が
情
報
公
開
を
促
す
の
は
、
各
国
政
府
の
恣
意
的
な
死
刑
執
行
の
阻
止
と
死
刑
に
関
す
る
各
国
民
の
議
論
を
高
め

る
こ
と
な
ど
を
意
図
し
た
も
の
と
考
え
る
が
、
現
在
日
本
政
府
が
公
開
し
て
い
る
程
度
の
情
報
で
、
司
法
、
立
法
は
も
と

よ
り
、
国
民
か
ら
見
て
も
こ
う
し
た
点
の
検
証
が
可
能
と
考
え
る
か
。 

1 

こ
の
決
議
で
は
国
連
加
盟
各
国
に
死
刑
に
関
す
る
情
報
公
開
を
促
し
て
い
る
が
、
日
本
政
府
は
現
状
で
十
分
と
考
え
る

か
。 

的
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。 

四 

 



 

四 

九
三
年
九
月
二
十
一
日
に
最
高
裁
が
長
谷
川
敏
彦
被
告
に
対
し
て
言
い
渡
し
た
死
刑
判
決
な
ど
で
、
大
野
正
男
裁
判
官
が

死
刑
廃
止
国
の
増
加
、
死
刑
確
定
囚
が
再
審
で
無
罪
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
が
四
件
も
相
次
い
だ
こ
と
な
ど
を
挙
げ
「
死
刑
が
残

虐
な
刑
罰
に
当
た
る
と
評
価
さ
れ
る
余
地
は
著
し
く
増
大
し
た
。
死
刑
制
度
廃
止
に
向
か
う
国
際
的
動
向
と
、
存
続
を
支
持

す
る
国
民
意
識
が
大
き
な
隔
た
り
を
持
ち
続
け
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
」
と
い
う
補
足
意
見
を
示
し
た
こ
と
に
つ
い
て 

2 

九
〇
年
か
ら
今
年
ま
で
に
、
検
察
が
死
刑
を
求
刑
し
た
事
件
の
数
、
各
裁
判
所
の
判
決
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
な
っ
て 

1 

行
政
府
と
し
て
、
こ
の
補
足
意
見
を
ど
う
受
け
止
め
た
か
。 

4 

八
四
年
の
決
議
で
は
、
死
刑
判
決
を
受
け
た
者
に
恩
赦
を
求
め
る
権
利
を
保
障
し
、
恩
赦
の
手
続
き
が
行
わ
れ
て
い
る

間
、
執
行
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
の
現
行
法
制
度
と
そ
の
運
用
状
況
は
こ
の
決
議
に
照
ら
し
、
国
際

的
に
も
通
じ
得
る
厳
格
な
保
障
を
し
て
い
る
と
考
え
る
か
。 

3 

恩
赦
の
審
理
過
程
で
、
被
害
者
の
遺
族
が
確
定
囚
に
死
刑
を
望
ま
ず
、
減
刑
を
求
め
た
場
合
、
恩
赦
を
認
め
る
か
ど
う

か
の
結
論
に
影
響
す
る
の
か
。 

2 

恩
赦
出
願
中
に
死
刑
を
執
行
さ
れ
た
確
定
囚
は
い
る
か
。
い
る
と
す
れ
ば
、
何
人
で
そ
れ
ぞ
れ
い
つ
執
行
さ
れ
た
の 

か
。 

五 

 



 

9 

ま
た
裁
判
で
被
害
感
情
を
証
言
す
る
遺
族
に
、
被
告
側
が
事
実
解
明
の
た
め
の
反
対
尋
問
を
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
当 

8 

被
害
者
に
遺
族
が
い
れ
ば
、
そ
の
被
害
感
情
は
裁
判
で
証
拠
と
な
り
う
る
が
、
い
な
い
場
合
は
立
証
も
で
き
な
い
。
す

な
わ
ち
、
被
告
に
対
す
る
応
報
感
情
を
法
廷
に
出
せ
る
場
合
と
出
せ
な
い
場
合
が
あ
り
、
こ
れ
は
「
法
の
下
の
平
等
」
に

反
す
る
の
で
は
な
い
か
。 

7 

殺
人
事
件
な
ど
で
、
被
害
者
の
遺
族
は
全
員
、
犯
人
に
死
刑
を
望
ん
で
い
る
と
考
え
て
い
る
か
。 

6 

戦
後
、
検
察
が
死
刑
を
求
刑
し
た
事
件
で
、
被
害
者
の
遺
族
が
た
と
え
ば
宗
教
上
の
理
由
な
ど
か
ら
、
被
告
に
死
刑
を

求
め
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
は
あ
る
か
、
あ
る
な
ら
ば
そ
の
件
数
及
び
内
容
は
。 

5 

控
訴
と
は
異
な
り
、
理
由
が
極
め
て
限
定
さ
れ
る
上
告
を
す
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
回
答
を

求
め
る
。 

4 

九
〇
年
か
ら
今
年
ま
で
に
、
求
刑
通
り
死
刑
を
言
い
渡
さ
な
か
っ
た
判
決
に
対
し
、
検
察
が
控
訴
、
上
告
し
た
件
数
は

そ
れ
ぞ
れ
ど
の
く
ら
い
か
。 

3 
大
野
裁
判
官
の
補
足
意
見
が
そ
の
後
の
検
察
官
の
求
刑
、
各
裁
判
所
の
判
決
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
る
か
。 

い
る
か
。 

六 

 



 

五 

日
弁
連
が
提
出
し
た
要
望
書
に
つ
い
て 

六 

今
年
の
死
刑
執
行
に
つ
い
て 

1 

今
年
八
月
一
日
、
四
人
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
と
報
道
さ
れ
た
。
四
人
の
中
に
は
最
高
裁
が
判
決
で
死
刑
相
当
の
基 

4 

今
回
の
要
望
は
死
刑
の
存
廃
論
議
と
は
別
に
、
人
権
保
障
の
面
か
ら
必
要
な
措
置
を
求
め
た
も
の
だ
が
、
ど
う
受
け
止

め
た
か
。 

3 

ま
た
、
国
連
決
議
は
刑
事
手
続
き
の
全
段
階
で
弁
護
を
受
け
る
権
利
を
保
障
し
て
い
る
の
に
、
日
本
に
は
逮
捕
段
階
の

国
選
弁
護
人
制
度
な
ど
が
な
く
、
不
十
分
と
指
摘
し
て
い
る
点
は
ど
う
考
え
る
か
。 

2 

日
弁
連
が
調
査
し
た
結
果
、
現
行
の
死
刑
執
行
方
法
や
死
刑
確
定
者
の
処
遇
な
ど
は
先
の
二
件
の
国
連
決
議
や
国
際
人

権
規
約
に
違
反
し
て
い
る
と
判
断
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
う
考
え
る
か
。 

1 

こ
の
要
望
書
が
ど
う
い
う
手
続
き
を
経
て
提
出
さ
れ
た
か
承
知
し
て
い
る
か
。 

10 
大
野
裁
判
官
は
補
足
意
見
で
、
死
刑
適
用
は
限
定
的
に
認
め
な
が
ら
、
一
定
期
間
処
刑
を
実
験
的
に
停
止
し
、
そ
の
存

続
や
改
善
方
法
を
立
法
府
に
ゆ
だ
ね
た
ら
ど
う
か
と
提
言
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
努
力
を
始
め
て
い
る
か
。 

事
者
主
義
の
訴
訟
手
続
き
上
、
不
適
法
な
場
合
も
想
定
さ
れ
な
い
か
。 

七 

 



 

 

八 

準
、
要
件
を
示
し
た
被
告
で
、
在
監
中
の
作
家
活
動
な
ど
か
ら
死
刑
存
廃
を
め
ぐ
る
論
議
の
象
徴
的
な
存
在
で
も
あ
っ
た

永
山
則
夫
確
定
囚
が
含
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
執
行
が
八
月
一
日
に
決
ま
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
回
答
を
求
め
る
。 

2 

国
会
閉
会
中
で
、
法
務
委
員
会
な
ど
で
議
論
で
き
な
い
時
期
に
死
刑
を
執
行
し
た
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
は
考
え
な
い

の
か
。 

3 

過
去
三
年
間
、
毎
年
十
二
月
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
て
き
た
が
、
今
年
も
あ
る
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 


